
三者懇談中（12/21-25）の警報発令時の対応について 

 

☆授業の対応について 

(1)警報解除後２時間後から授業を開始します。 

(2)9:25 までに警報が解除されない場合は、当日の授

業は中止します。 

 

☆三者懇談について 

(1)12 時までに解除された場合は、通常通り三者懇談

を行います。12 時を過ぎてから解除された場合は、

当日の三者懇談は中止して、後日実施とします。 

(2)12 時から 17 時の間に警報が発令された場合 

 ①三者懇談は、保護者と担任の話し合いによる対応

とします。 

 ②その他の生徒は、通常の警報対応とします。 

 

 

 


